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学
校
閉
庁
日
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町
内
小
中
学
校
で
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
（
仕
事
と
生
活
の
調
和
）
の
取
組

を
推
進
す
る
た
め
、
夏
休
み
期
間
に
学
校
閉

庁
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

学
校
閉
庁
日
に
お
け
る
学
校
へ
の
保
護

者
・
地
域
の
方
か
ら
の
電
話
連
絡
は
、
教
育

委
員
会
事
務
局
に
転
送
さ
れ
ま
す
。

閉
庁
日

　

８
月
７
日（
土
）～
16
日（
月
）

※
転
出
入
の
手
続
き
や
学
校
へ
の
相
談
、
手

続
き
等
は
、
可
能
な
限
り
こ
の
期
間
外
に

お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
緊
急
に
対
応
を

要
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会

事
務
局
か
ら
学
校
教
職
員
に
連
絡
し
ま

す
。

こ
ど
も
医
療
費
の
支
給
対
象
年
齢
を

拡
大
し
ま
す

～
令
和
３
年
10
月
診
療
分
か
ら
～
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町
で
は
、
子
ど
も
が
病
院
等
で
か
か
っ
た

医
療
費
の
う
ち
、
保
険
適
用
分
の
自
己
負
担

額
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、
よ

り
安
心
し
て
子
ど
も
を
育
て
ら
れ
る
環
境
を

つ
く
る
た
め
、
こ
ど
も
医
療
費
の
支
給
対
象

年
齢
を
、
令
和
３
年
10
月
診
療
分
か
ら
、
入

院
・
通
院
と
も
に
18
歳
に
達
し
た
日
以
後
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
に
拡
大
し
ま
す
。

　

新
た
に
支
給
対
象
に
な
る
子
ど
も
の
い
る

ご
家
庭
に
は
、
こ
ど
も
医
療
費
受
給
資
格
登

録
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

新
た
に
受
給
資
格
の
申
請
が
必
要
な
方

対
象
の
子
ど
も

　

町
内
に
住
所
が
あ
り
、
医
療
保
険
制
度
に

加
入
し
て
い
る
、
平
成
15
年
４
月
２
日
～
平

成
18
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
ど
も

必
要
書
類

①
こ
ど
も
医
療
費
受
給
資
格
登
録
申
請
書

②
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
健
康
保
険
証

③
保
護
者
名
義
の
振
込
先
が
わ
か
る
も
の

（
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）

現
在
こ
ど
も
医
療
費
を
受
給
し
て
い
る
方

　

令
和
３
年
７
月
時
点
で
、
中
学
３
年
生
以

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
て
、
令
和
３
年
1
月
１
日
以
降
の
収

入
が
急
変
し
、
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税

相
当
の
方

対
象
児
童

　

平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
４
年
２
月

28
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
ど
も

支
給
額

　

対
象
児
童
一
人
に
つ
き
、
５
万
円

支
給
手
続

　

支
給
対
象
者
①
の
方
に
つ
い
て
は
、
申
請

不
要
で
す
。
児
童
手
当
等
を
受
給
し
て
い
る

口
座
に
支
給
し
ま
す
。

　

高
校
生
を
養
育
し
て
い
る
非
課
税
の
方

や
、
収
入
が
急
変
し
非
課
税
相
当
の
方
が
給

付
金
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
受
付
開
始
日

　

決
ま
り
次
第
広
報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
い
た
し
ま
す
。

※
今
回
の
給
付
金
は
、
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）
を

受
給
さ
れ
た
方
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

下
で
、
す
で
に
こ
ど
も
医
療
費
の
受
給
資
格

が
あ
る
方
は
、申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

有
効
期
限
を
更
新
し
た
こ
ど
も
医
療
費
受
給

資
格
証
を
９
月
末
に
郵
送
し
ま
す

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

の
支
給

～
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の

子
育
て
世
帯
へ
～
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子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響

が
長
期
化
す
る
中
で
、
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
に
対
し
、
そ
の
実
情
を
踏
ま
え
た
生
活
の

支
援
を
行
う
観
点
か
ら
、
給
付
金
を
支
給
す

る
も
の
で
す
。

支
給
対
象
者

① 

令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
ま
た
は

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

る
方
で
、
令
和
３
年
度
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
の
方

② 

①
の
ほ
か
、
対
象
児
童
（
令
和
３
年
３

月
31
日
時
点
で
18
歳
未
満
の
子
（
障
害
児

に
つ
い
て
は
20
歳
未
満
）
※
）
の
養
育
者

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
※
令
和
４
年
２
月
28
日
ま
で
に
生
ま
れ
る
新

生
児
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

・
令
和
３
年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税

の
方

学
校
給
食
費
を
補
助
し
ま
す
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児
童
生
徒
の
保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
し
子
育
て
支
援
を
推
進
す
る
た
め
、
学
校

給
食
費
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
者　

①
～
④
全
て
を
満
た
す
方

①
町
内
に
住
所
が
あ
る
。

②
小
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
２
人
以
上
の
児

童
生
徒
を
養
育
し
、
そ
の
う
ち
２
人
目
以

降
の
児
童
生
徒
が
嵐
山
町
立
の
学
校
に
通

学
し
て
い
る
。

③
嵐
山
町
の
学
校
給
食
費（
過
年
度
分
含
む
）

を
滞
納
し
て
い
な
い
。

④
生
活
保
護
や
就
学
援
助
等
他
の
公
的
扶
助

制
度
に
よ
り
学
校
給
食
費
に
相
当
す
る
額

の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
。

補
助
金
の
額　
　
　

　

嵐
山
町
学
校
給
食
費
を
保
護
者
が
実
際
に

負
担
し
た
、
児
童
生
徒
の
う
ち
、
２
人
目
は

２
分
の
１
相
当
額
、
３
人
目
以
降
は
全
額　

対
象
期
間　

前
期 

４
月
か
ら
９
月
ま
で

後
期 

10
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で　

※
前
期
・
後
期
両
方
の
請
求
が
で
き
ま
す
。

申
請
期
限

８
月
31
日（
火
）ま
で

※
必
ず
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
先

　

嵐
山
町
教
育
委
員
会
事
務
局

　

申
請
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
か
教
育
委
員
会
事
務
局
で
受

け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

①
全
て
の
対
象
期
間
で
の
補
助
を
受
け
る
場

合
は
、
８
月
31
日
ま
で
に
申
請
が
必
要
で

す
。

②
申
請
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
も
、
令
和
４
年

２
月
28
日
ま
で
は
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

が
、
そ
の
場
合
の
補
助
対
象
期
間
は
「
後

期
」
の
み
と
な
り
ま
す
。

③
対
象
と
な
る
児
童
生
徒
が
い
る
場
合
に
お

い
て
も
、
月
々
の
給
食
費
は
決
め
ら
れ
た

期
日
ま
で
に
全
額
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

④
審
査
の
関
係
上
、
後
期
分
の
給
食
費
の
支

払
い
状
況
は
、
３
月
15
日
ま
で
の
支
払
い

分
で
確
認
し
ま
す
。

児
童
生
徒
の
検
定
料
を
補
助
し
ま
す

▼
問
合
せ　

教
育
委
員
会
事
務
局

☎
62

－

０
８
２
３

　

児
童
生
徒
の
語
学
力
及
び
学
習
意
欲
の
向

上
を
図
る
と
と
も
に
保
護
者
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
検
定
受
検
料
に
対
し
補
助
金
を
交

付
し
て
い
ま
す
。

中
学
生
の
英
語
検
定
料
補
助

　

国
際
化
社
会
の
基
礎
と
な
る
英
語
の
知
識

習
得
を
目
指
し
ま
す
。

補
助
対
象　

・
嵐
山
町
立
中
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
の
保

護
者

・
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
か
つ
町
内
外
の
中

学
校
ま
た
は
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
対
象
経
費

公
益
財
団
法
人 

日
本
英
語
検
定
協
会
が
主

催
す
る「
実
用
英
語
技
能
検
定
」の
受
検
料

補
助
額

　

受
検
料
の
１
／
２（
１
０
０
円
未
満
切
捨
て
）

※
生
徒
１
人
に
つ
き
、
当
該
年
度
１
回
を
限

度
と
し
ま
す
。

※
「
英
語
検
定
」
は
、
嵐
山
町
立
中
学
校
を

準
会
場
と
し
て
実
施
す
る
検
定
の
ほ
か
、

個
人
で
申
込
み
を
し
て
受
検
し
た
場
合
も

対
象
と
し
ま
す
。

交
付
申
請
の
方
法

①
学
校
で
受
検
し
、
学
校
を
通
じ
て
申
請
す

る
場
合

在
籍
す
る
学
校
長
に
委
任
状
を
提
出

※
補
助
金
の
申
請
及
び
請
求
そ
の
他
補
助
金

の
交
付
に
関
す
る
権
限
を
学
校
長
に
委
任

し
、
学
校
長
に
よ
り
手
続
き
を
行
う
た
め

で
す
。

②
個
人
で
申
請
す
る
場
合

　

補
助
金
交
付
申
請
書
に
記
入
の
上
、
受
検

を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
書
類
の
写
し
（
受
検

票
、
領
収
書
等
）
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会

事
務
局
に
提
出

申
請
期
限　

令
和
４
年
２
月
28
日（
月
）

小
学
５
・
６
年
生
の
日
本
語
検
定
料
補
助

　

全
て
の
学
力
の
基
礎
と
な
る
日
本
語
の
知

識
習
得
を
目
指
し
ま
す
。

補
助
対
象　

・
嵐
山
町
立
小
学
校
に
在
籍
す
る
５
年
生
及

び
６
年
生
の
児
童
の
保
護
者

補
助
対
象
経
費

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

日
本
語
検
定
委

員
会
が
主
催
す
る「
日
本
語
検
定
」の
受
検
料

補
助
額　

受
検
料
の
全
額

※
児
童
生
徒
１
人
に
つ
き
、
当
該
年
度
１
回

を
限
度
と
し
ま
す
。

※
「
日
本
語
検
定
」
は
町
立
小
学
校
で
の
受

検
者
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
在
籍

す
る
学
校
長
に
委
任
状
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。（
補
助
金
の
申
請
及
び
請
求
そ
の

他
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
権
限
を
学
校

長
に
委
任
し
、
学
校
長
に
よ
り
手
続
き
を

行
い
ま
す
）。

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。


